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信 用 刺 度 と 株 式 竟 社

一一信用論における r株式会社」一一•

飯 田 裕 康

1• 問 題 の 所 在

• .

資本制生産の発展は，産業資本をはじめとする，諸個別資本の資本結合形態• 経営形態.企業形 

態の発展をもたらす。今日，それは，株式会社形態をとる企業を，支配的にし，また，個人企業存 

立の基盤を奪うか，あるいは，より零細な規模で苒生産することも周知である。とりわけ,資本集 

中をおしすすめっっ生産の集積によって生産規模の巨大化がすすむ分野においては，株式会社形態 

を措いては，企業形態は存在しえようのない状況である。株式発行による巨額の資本の社会的集 

. .中，すなわち資本調達か，この企業形態による最大のメリットである。さらに，.いわゆる. 「所有と. 
経常の分離」現象が端的に表明するような，株式会社企業での株式所有構造の変 也 （たとぇば，「中 

小株主のレントナー化j r貨幣資本家化』といわれるような）にもとづく企業内部の支配集中の進展も，こ 

の企業形態のいま一つの特徴とL て指摘しうる。 このニ点は，現代株式会社企業はもとより，株式 

会社形態一般を論ずるに当っても，看過しえない蕋軸的論点をなしている。

しかるに，これら一,1命点にたいする，理論的接近方法にっいて，，従来積極的な論究は, 試みら 

れてV、ない。というのも，まず, 「株式会社」な り 「株式資本」 なりにっいて,経済学的に:これを  

いかに扱ったらよいかが明確になっていなかったのである。同時に，こ の よ うな株式会社め発展が, 
他方において, 金融市場の構成要素としての証券市場の存在を無視しえないものにした点にも，十 

刀な注/isか払われなかった。flij姐は，ri£券市場をも含めて株式会社にたい-して，..雄にg 堂学的にの

.み接近し，解明することではなく，これを，経済学の体系中に，いかにして正当に論理的に位匱づ 

け ’ るかということである。

さきにあげた第一点にっいて考えてみると，株式会社による，巨額の資本の r謂達」は，一定の 

信用体系のうちにあっては，貨幣資本の連動それ自体に作用する。現象的に f e , この作用は,金利 

や，槐伽，债券の利回りの成立S 盤たる金融市場へ影響する。 とのことほ,当妹のことながら信 

' 順 係の展開を不可避とする。そこで , ごの論点一これは,株式会社という企寒形態にかんする
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基本的な論点である一の解明には，信用と，株式会社と0 範_ 的p 連を,迹論的に明らか に しな 

ければならない。このことは，株式会社という企業形態の発展を歴史的に迪るばあい，それが，信 

用!^関係の展開と軌を一にしていることからもあきらがである。りまり信用の諸形態と，株式会社 

形態キは，密接に関連しているのでぁる。それならば, 株式会社形態は，信用制度の一潔，なぃし 

は，その制度中で，具体的に， 信用関係め一翼を担う「機関』(institution)なのであろうか。

企業形態どしての株式会社は, 决して信用機関で、はない。こI t ちを混清した现解が生じるのも， 

株式会社形態も，信用関係も，'どもに，資本蓄積過程に深く力、かわって•いるからである。 し た が り  

て, 蓄積過© における両者のそれぞれ特異な意義（差別性）を明確化することが， 逆にこの問题を 

迮しく理解するいとぐちとなる。

資本の蓄積過程は，競争をその外的条件と L た, 資本にとっては，不断め過程である。 しかるに 

それは，たんに, 直接的な，剩余鈿値生産によってのみ完結されるものではがい。生産過程は，流 

通過程に媒介されることp i って，再生牵過程として措定される。これによって蓄横はその木来の 

姿勢を• 得するのである。

このような畜積過程の再生産過程としての編成は，信用や競争をたんに蓄積の諸契機の一 っ と し

て位置づけるにとどまらない。信用 • 競今！•等が，再生產過程の現美的な諸条件となることr :よっず.
それぞれ，洱生産過程全体を総括するものとなる。 「資本j の項目に， 「信用」「競单丨等を位置づ

け る マルダスの経済学批判体系プランは，資本運動の総体的な把握を意図するの .である。屈而をた

んに信用関係の表象的な部面， 俗にいう金融現象に限定しているわけではない。 まして， 「資本一

般j の補足を.なすわけでもない。そごでは競争を通じて，また，信用を通じて，資本一般が，総括 

されるのでもる。 ■
株式会社も，上記の信用 . 競争とほぽ同」の事態を前提とするが一~~そして，そこでは，個別資 

本の結合様式をっうじて，全体としての資本関係が，擬制資本という物化形態に即して最も社会的 

性格を帯びるのであるが一一，その扱い方は蓝本的にことなる。•というのも, 企業形態が，そのも 

のどして問題r されるのでな.く，個別的な資本として,資本の全運動態様を一体化したものとしブ 

問題にされているからである。それは，信用としての資本が,社会的総資本の個々の関迪をとらぇ 

るのに対して，株式会社では，個別资本としての株式資本がそれ自体総体的資本迎职；の担い手とし 

て問鹿にされるかちである。 したがって，向じぐ, 蓄積過程に立肭丨し，規定されて现われ■るとはい 

え，信用と株式会社 (または株式資本) とは，その論理次兒をことにしたととろで問题が設妃されね 

ばならない。また, 論理的には，株式会社が，信用等の姐矩を，前提にする匕となくして説けない 

というこ，ともあきらかである‘ では， それぞれは， どのような意味において, 「前提としム「前提 

される」のであろうか。
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このようf c問題を提起すると，株式会社についての理論的展開が，賊存の体系—— とりわけ， ■̂資本論_» 
体系—— の理論的性格や論理展開限界等の反省のうえになされねばならないことがあきらかになる.この 

点については，従来しばしば言及されてきた1■資本論j 体系と rプラン」との闕連，とくに，マルクスの. 
言 う 「資本一般」との関連等が想起される。ここでは，そめ詳細な分析を別の辦会にゆずり，基本的に，

•■資本一般」め ••資本論j 段階でめ把握が， さきの方法的反省を内包するものだというニとのみをあきら 

かにするにとどめたい。多くの論渚によって主張されているごとく，『資本論』は, 鉴未的に，『経済学批 

判要綱j 段階と同じく，「資 本 般 j という論理展開の枠組みを継承していることは，否=定しえない。しか 

. し，マルクスのいうr資本制生産様式の理念的平均」 という語句にあきらかなように，「資本一般」が， 

資本制社会のト一タルな把握をも意図した方法上の概念となっていることは注意じておかねは•もらなC、。 
それは，実際上，「資本一般」 以外の諸範疇展開の論理必然性を想定して， それらの展開を1'資本一般j 
に敢て押しとどめたr要網j 段階にたいして，18 6 3年以降のr資本論j プランに具体的に表明された，資 

本の生産過程，流通過程，総過程という/ 現行の構成と基本的に一致するプランをもち, 「資本—般j 内 

部の論理展開に茁点を置いた段階との差異をみてもあきらかである。

われ和れが，当面する課題の端緒として，資本蓄積過程との関速を取りあげるのも，上記のごとき，体 

系的構成要因の差異に注目するからである。ずでに蓄積論（ごこでは,第1 部第7 M左中心に考えて差じつ 

かえないが）が，株式会社論展開への基本的な方向と，根摊とを明示していることによっても，それば明： 

らかである。それと同様に，競争や信用にかんするp資本論j 体系内での位匱も，ここできわめて明確に 

しているものと考えてよいであろう。かくして，資本の蓄積なる資本の再生產過程の基軸的過程の理論的 

展開は，方法論の問題として，信用ないし株式会社にかんする「資本一般j 力範M内での展開の可能性を 

十分論定しえていると考えてよい。問題となるのは，その具体的# j面である。

小論では，上記のごとき視点に立って，信用制度と株式会社との関連の追求を意図ずる。そのさ 

い，株式会社を, 企業形態，個別資本の運動としての企業経営'といった視角に固定化せず，あぐま 

で，社会的総資本の運動の，より具体的局而として把握する。との視角は，‘株式会社の個別資本と 

しての存在を，企業活動の内的機構においてとらえるにすぎず，諸資本め相互行動に規定された個: 
別資本どして把握しうる根拠をあきらかにしない。また, 資本集中という，資本蓄積過程の展開ざ 

れた視点から株式会社を問題にする場合も, 藤本的には, 上と同じような欠陥をまぬがれない。と 

いうのも，資本集中が，株式会社制度によって，実現されるという事実は，ただちに株式会社を個 

別資本の問題として把えることを必然化しないからである4 この視点は，企業形態としての株式会 

社を資本調達のための一個の制度的機構として位置づけうるだけであって，資本運動の一形態とし 

ての株式会社（ニ株式会A；と し と い う 視 角 を 貫 く こ とができない。かぐして，株式会社論 

は，社会的総資本= r資本一般」を実質的に諸資本の相互関係として把え直す競争• 信用等の諸範， 

_ を前提にすることなく，理論的な展開をなしえないものと考えねばならない。小論では， こうし 

、た角度から，，ます信用論におい' '論理的に.いかに「株式会社』論への契機が展開されうるかをあ. 
きらかにする0 そのことは当然，従来の信用論体系，とくに信用形態にかんする規定べの再検討と

ならねばならない,
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2• 株 式 会 社 の 本 質

. . . . . . . ’ . . . . . . . 1 . .. .. ' . ■ . ’ - ■ . .

「だが明らかに，円形から螺旋に移行する苒生産による資本の漸次的増加たる菩積は，社*会的資

本の諸成分め量的構成群を変更すればよい集中に較べれば全く緩慢なやり方である。蓄積によって

若干の個別的資本が大きくなって鉄道を敷設しうるまで待たねばならなかったとすれば，まだ世界

に鉄遣はないであろう。 しかるに，集中ほ，株式会社に媒介されて忽ち鉄道の敷設をなし遂げぼ。」

これは，マルクスが，資本の集中に関連して，株式会社の役割についてのベた一節である6 ここ

にあきらかなように，資本の集中は，株式会社制度によって「媒介j されて進展する。集中過程が， 、

「蓄積の効果を増加しかつ促進すると同時に，資本の技術的構成における変革を拡大しかつ促進す

る」 もめであるならば，集中を媒介する株式会社制度は，生産力の増大という資本の普遍的欲求に

もとづいて，またその視角から, . 甚本的に取り扱われてゆかねばならない。ここに株式会社の究極.
的本質規定がある。このことは，產業企業における企業形態としての株式会社制度の普及•発展の

あとを迪ってもあきらかである。いわゆる特権的な特許会社，初期資本主義期fcみられた「規制会

社」(regulated company)等を別にすれば，産業革命後の急速な産業資本の発展•成長め過程での株
：- .  . . .  . . . . . .

式会社制度の採用を促したのは，.個人企業ないし， partnership企業形態によっては実現す令こと 

めでき■ない.生産力と生產規模の達成という資本の要求で .あった。 イギリスにおいて，'1855年に， 

従来の partnership制度の改正の過程で生みだされた有限責任制（limited liability) の法的承認はと 

. うした株式会社の本質の具現，’すなわち近代株式会社制度形成のメルクマ- ルをなすものであ^^
またこの段階においては，「有限責任」 という法制的要因は，株式会社制度という経済的耍囚の確 

立の条件にとどまりえなくなっており，それ自体が，あきらかに株式会社成立の経済的要因ともな
<4 ) . . ■ ノ

る。これによって，株式会社形態は，他の企業形態から決定的に区圳される。また，この条件の定 

立なくして，株式会社が資本の集中を媒介するということは不可能であったといわねばならない。

集中を媒介するには， 式会社にとって，その本質にてらして上記のごとき条件は不可欠である。 

だとすれば，株式会社はいかにしてこの「媒介」をはたすのであろうか。また，それは，集中の他

■

注（1 ) Karl. Marx, Das Kapital,Bd.1 ,S. 6 6 1 . ( 2 )  ibid., S. 661.
( 3  ) 株式会社制度の歴史的発展過程（とくにイギD ス）における布限貴任制の意義については， Hunt, Shan幽  

等の站本文献があるが，さしあたり，大塚久雄 *•株式舍社発生史論』ゾ大嫁久雄著作集j 第 1 巻， 1969年， また 

林 逍 義 「ィギリスにおける採式会社*•有限貨任法j 成立の経济史的背锻j f  土地制淀史学j 饴 3 5 号, 1967年等

. ( . 4 > 扼場克三氏は.r株式会社金融論j 1965年においてこの点についてつぎのようにのベている。 ■企社风打限 

貴住制j が株式会社のもっとも大きな特質であるらとには問遠いない。みれども，棺限资任制は一つの法作上の

—  3 7 ( 4 5 9 ) — -
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わが国において> 钰済学的株式会社論の先駆的にして，画期的労作である大塚久雄氏の『株式会 

礼発坐史論』 （I9魴年，本稿では. r大塚久雄著作集j 第 1巻，19的年によった) は，株式会社発生史の 

站礎理論の構築という角度から，きわめて鮮明な株式会社理解を沄された。今日なお，燦然たる光 

彩を放~9ている。

大塚氏は株式会社を，個別資本という祝角から, 集中形態の一つだとす^)。.かぐて株式会社は， 

「個別資本が集中CZentmlisation)の過程において，しかも特にr結合』する仕方によって，より高 

き個別性の中f c 自己を止揚し，もって諸個人資本が社会化された一個別資本に転化する過程におい 

てとるところの形態である」とされている。このように,株式会社を個別資本E in ze lk a p ita lとし 

てとらえることは，企業形態として当然のことであり，それによってこそ,「経営j B e tr iebという 

祝灼から株式会社の企業形態としての歴史的特徴をもあきらかにしえたといえよう。しかし，まず， 

ここで個別資本として把握するための理論的根拠や， 「結合j (資本結合) という観点などが，資本の 

集中に即して問題にされねばならない理由は，それ自体大きな問題をなすもめ'^ある。ここには，

資木の集中という観点，ないし資本蓄積論を，社会総資本的な祝角から,個別資本のそれへ具体化 

するという，方法的に重大な示唆が込められているといっても過言ではない。資本の蓄積過程を， 

詁資木の相互吸引という視点をこえて，個別資本的^:みたとき，はじめて, '  企業形態それ自体が，. 
経済学的射程のうちに入ってくることになる。したがって, 株式会社形態（株式会社制度）を,蓄積 

過 程 ， とりわけ，資本集中の過程との関速において基本的にとりあげると言う場合にも，個別資本 

という視角のもつ方法上の特異性は無視されてはならないのである。この個別資本としての株式会 

社企業が，前述のごとき条件のもとでその固有の企業形態をして資本の集中過程に適応するために 

は，それが個別資本としての株式会社自体を成立させた諸前提をすでに体化したものとレて存在し 

ていなければならない。すなわち諸資本相互の関速を必然的に前提するものとしての個別資本でな 

ければならない。資本集中には，「競争」「信用j のニ契機がなお不可欠的条件となっている。株式

i1(任形態であって，われわれにとっては，それよりもむしろ，法绯がこのような形式で求認したところの経済的 

内容が一) 袈であるとしなければならない。」（前掲書，47—8 ぺ一ジ) 。ここにいわれるように，有限貴任制は 
f一つの法仲上の炎任」にすぎないものなのであろうか。とれについての判断の手掛りは，イギリスにおけ名 

1855年の有皈玫住法の成立経過を迪ればあきらかとなろう。林逍義氏は，前掲論文中’で, 有限貴任制が, 従  

来の合資会社の無機能化された社員にぉこなわれていたような而の拡大，一般化ではなく，まさに— 能資本せ泳 

が有限巧任を负うという点にその意義があるとしている。すなわち，ここでの贺任は, . 法_上の貴任であると同 

昨に，機能資本としての致任を明確にすることによって，機能資本としての迎動(G—抓一G O をより活動的， 

効來的になそうとする意図のあるごとを. 鈕视してはならないであろう，责任形態であるとともに，競争過程へ 

の個別資本的な玷極的対応手段セもあるわけである9 
ちなみに，揭場氏は, 「株式会社め成立指琴:なるものを独いて举げるとすれば，それは着丨奴货住制でも知化で 

もなく，. まさに*■談波肉山な等额株■券j の成立をあげねばならないのである』⑷ページ）とのべて，V、る。’ （前掲 . 
fUハ47—8 ベ“ ジ）

( 5  ) 大塚氏，前 揭 亂 1? ページ。
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会社形態は，まさに，これらニ契機をも論理的前提として包栝ずるもやである。

言うまでもなぐ，「集中形態としてめ会社形邊」で、ある株式会社は, 由資， 持分証書， 収益請求 

権である株式を発行して資本の集中をばかるとV、う形で，個人資本のfe备を遂行する。 こうした 

「結合」自体, 資本蓄積の内包的拡大に対虑€ た， 外延的拡大を実現し， その効果を促進するもの 

としてなされるい:それを押し進める勤機は,外的強制法則た名競争に刺激される資本め蒂掼術動以 

外にない。とめよ‘うな資本蓄積過程は, 一方で，資本の有機的構成の高度化を促がレ，他方で，そ' 
れによらて，固定資本部分の増大とともに諸資本にとづての最低必要資本規模を増大する。この方 

向にそって， しかも, それをず円滑k j 実現するものとして，株式会社形態が採用ざれる。 しかし 

とめ内潸性は，ただ蓄積過程が自生的に準備するゼのではない。蓄積過程が競争関係という外的•条 

件を契機としつつ遂行されるのと向様, 資本の結合を内容とずる株式会社形態も，ぞれに対応した 

外的 • 制度的条件を整備するごとを必要どする。一般的有限責任制を基本的に意義づけるのは，ま 

さにこうした点で本る。

有限責任制が，株式会社の菡本的要件となるのは，かくて，株式会社形態をとる企業が，競争過 

程に対忠しづつ，蓄積をおしすすめることから必然的であったと考えなけれぼならな^、。しかるに 

この制度は, 企業の内的構造 , とりわけ, 資本機能を制約する資本の所福の構造に，大きな変化を 

ひきおこさずにはいない。一般的有限責任制が同時に，等額面株式及び小額面株式の発行をともな 

うという具体的諸要因の関連は，まさに資本所有構造の変化を内包しているわけであ髮! 企業所悪 

資本量の増大に応じ弋, 資本所有—— それ は 「出資」の一面での証拠である—— の枠をひろげ，株 

主層の存在を広範なものとし, 資本集中をきわめて社会的なものにする。また, との過程は，.出资 

証 書 な い :収 益 (利潤) 請求権詆書たる株式め証券としでの性格を- 層強化しヤゆく。いいかえ 

るなら, 株主の構成変化とともに，株式会社が内的に資本集中の機構として整備されればされるほ 

ど，丨株式会社企業は，個別資本としての蓄積活動を株式証券の独自め運動を媒介にしでそとに押し 

広げてゆがざるをえない。このように, 「証券」 を媒介にしヤその資本集中運動を遂行しなければ 

ならな( 、株式会社の本質的侧面から，：株式会社:を, 個別資本として規定するのは，競争過程のみな 

らすV 信用関係でもあるという性格があきらかにされるので灰る。

株式会社形態が，信用という侧而とがかわるのは，株式会社が凌本結合体であり/株式という独 

自なIH券を介b ての特異な資本所有桃造をもることに.由来する。こうした,株式会社における資本

注（6 ) 大塚I V 前掲 割 17ベニえ -
( 7 ) 大塚久雄氏は, 近代株式会i t の特徴づけにあたって, 株式会社の社員が大よそニつのグル— プに分けられる 

匕とを前提している（大垛氏，前掲書, 2 0 ページ)。 こうした株主層の二分化は,合名会社め場合等とはことな 

り，あらゆる株式が_ 渡可能であり，その意向さえあれは• , いつでも談渡= 売却しうるもので，あることを盘味す 

る。すなわち，株式会社の場合，証券市場での独茴の証券運動と^ 体的なものどして,この分化が速成されるこ 

.■......と:とな‘名， . ' へ...:. * 1 '  , . . . . , ■ 'ン
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所有の構造は，私的所有とは本来的に矛盾する要因である。現象と本質との乖離は一層拡大するこ

ととなる。との难離を, 私的所有の貫徹として解消する機構として, 信用関係が登場する。しかし,
これは，あく,まで, 株式会社形態それ自体の独自の論理から,信用とかかわりを持たざるをえない

ということであって，株式会社形態をとる企業が，信用機関となることを意味してはいない。また,
いままでのべてきたように，株式会社は, その本来の性格からして, 信用機関なり，あるいは信用

制度なりとは，ことなった論理次元において成立するととは，あきらかである。そうした信用との

かかわりの面での株式会社の本質をあきらかにし，それぞれの差別性と論理的な連関とを解明する

ためには，信用それ自体の論理に即して株式会社を反省的に規定してみなければならないであろう，

小論の目的もまた，そこにおかれている。マルクスに即していうならば, これは「信用制度が結合 
(8 )

資木を生みだすJ ということを理論的に解明することでなければならないのである。

* ；' .

- 3 . 信用形態と金融市場の構成

〔I 〕 株式会社を措定するのは，資本の集中という側面がら，いわば個別資本的な資本結合の形

態としてである。しかし他方においてこの論点は，信用の諸範疇を前提とすることなく展開される

ものではない。ごのニ点の展開は，元来マルクスにおいて，並列的にでなく，.統一的.体系的にな 
* . (9)

されるものであった。 したがって株式会社を，支配集中の機構ととも‘に，もっぱら資本集中という

蒂粘の一要因としてのみとらえるとしたら, それは,株式会社の一面的把握に堕すものといわねば 
(10)

ならない。そこで，われわれは，ま ず 「信用論」体系における株式会社の位置づけ.という視点がら，

前述のニ論点の展開がいかに統一的• 体系的になされ，そこにはいかなる限界があるのか，を考察

してみたい。そのさい問題は，株式会社制度の基本的前提としての信用論に，かかる統— 的•体系

的把握を可能ならWめる論理的契機が存するかどうかである。 それは， さきに指摘した，「信用が
(11)

結合資本を生みだす」というマルクスの指示を理論的に解明することに通じるものである。

資木主義的洱生産過程は, 競争を外的強制法則として，諸資本の不断の生産力の増大を実現し, 
利澗率の低下に対処する，諸資本の総過程と.して遂行されざるをえない。これは，競争による所要 

資本m の増大，資本構成（技術的構成高度化として基本的に現出し, それを価値的構成に反映する）の不断 

のW度化をもたらし，資本の集積と集中とを坪し進める過程でもある。そして信用は丨この集積•

注（8 )  Das Kapital,Bd. 3, S. 510.
( 9 )  . Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie [Rohentwurf] 1851-1858, 1953, SS. 549-50.
高木幸ニ郎監訳r経済学批判要綱』第三分冊, 406一 7 ペ ー も

( 1 0 ) このような見解は，馬場克三氏等の「自己資本の他人資本化」説に典型的にあらわれて.くるが,これについ 

ては/ のちに馆5 節で検討する6 ,
( 1 1 ) 「資本の結合j ということがなにを愈味厂るのかは，従来必ずしも明白になっているとはいいがたい。 ここ 

では，所右と一体化した機能資本相瓦の結合を意味しており，所有と機他との分離を前提にした，前货閲係は,
 40  (462') '~~*—
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集中過程を諸資本の主要契機として進展せしめる主たる手段となっている。とりわけ再生遊過程の 

進行途上における絶えざる遊休資本の発生，およびその缉実的資本への再転化は，信用機構を無視 

しては理解しえない過程である。すなわち，遊休した可能的資本が,現実的資本に転化されるには， 

それらの資本が，一時的に現_ 的資本とは对立的に，貨幣資本として蓄積されねばな.らない、。貨幣 

資本の蓄積は，生産力の上昇過程では/ 個別資本的には, 大きな制限を伴わざるをえないから，そ 

れは，社会的に蓄積される以外にない。これを達成する社会的な手段は,信用機構を措いてほかに

信用機構が，このように，資本の苒生産過程に包摂されてい.るとするなら，その過程で信用機借 

自体は，どのようにこれに具体的に対応しているのであろうか，とれはまず，信用が本来的にとる
• i

諸形態によって実現されることになる。また信用諸形態の展開過程として具体化される。このよう 

に信用形態® 自の論理をとりあげうる现Et|ないし根拠は，生產過程の展開自体が，現実的資本とは， 

まさに対立的に，貨幣資本の蓄積過程をともなうこと，この蓄積過程自体於信用関係の展開を結 

果し，.ざらにそれの厚因と.なるに いたること .である

. 信用制度の基礎を形成するのは，再生産にたずさわる諸資本家相互間の信用関係，すなわち商業 

信用である。商業信用は，剰余価値の実現に関述し，その過程に要する貨幣を節約十ることによハ 

て，再生産過程の循環運動を促進し，,それによって，全体として生産力を高める役割をはたしてい 

る。まさに，商品の実現 • 流通過程に固有の信用形態だといいうる。しかるに，この商業信用は， 

資本にとっての空費たる流通時間を零にするという「資本の必然的傾向」.に令さえられている。同 

時に , 節約された貨幣にたいして，信用の連鎖を取り結んだ諸資本家相互間での，.共同の社会的利’ 
用関係の措定でもある。いわゆる商業貨幣としての手形の流通は，擬制的価値を有する仮空の資本 

— 擬制的資本を創出することとなって，一個の現実的資本鄉値に対し；T , 無限の擬制的資本 

を生み出し，共同利用関係の展開に対拓するものとなるわけである。

こうしたことを前提にして, 節約された貨幣は, 当然資本に転化されねばならない。それも,こ 

の信用形態自体の形態的特質，支払準備や，手形の流動性（擬制的価値の仮象的「現実性/ の持続）に 

よつて規制されざるを得ない。だから, 商業信用関係のみでは,新たに蓄積条件を形成するごとき 

資本の集積，まして集中を期待しえない。すなわち, 諸資本家からみれば,遊休資本にたいする共

資本の結合と考えることはできない。

(1幻川合一如氏は，信用形態が商業信用とはことなって資本信用を展開するとし士つぎのようにのべているン「い ■ 
ずれもそれ:は資本が各部而における蓄穣の障窗を.くぐ..りぬけよう.として信/ f]を利用すること.によ.っておこるので 

あって，各信用形您囟体のあいだに政接の閲迪があるわけではなぐまして信用形態丨【丨体の自己発展によるもの 

ではない。」（州合一郎「信用制度と株式会社j 「_ 民経济雑訪j ，第118卷第5 号，196き年ノ6 2 ぺ- ジ) 4 しがし,
信相形/■丨体が, 競争過程に作用して, 蓄樹の方式を脔觅せしめることは十分考えられ，'それによハて新しい方 

向fc信用形態が志向することも十分可能である。これほ自己発展ではないが，信用形熊齿体の論迎のなかに，僧 

用形態の展_ 志肉が包含されているとい,うととになるであろう。
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同利川閱係がなお社会的ヒ驗成する過程に, 趣本的な制約が存するということである。

商業倍用のとうしナこ丨丨艮界を打をずるもめば, 周知めごとく, 銀行信用である。銀行信用は，再生 

產過程においセ形成された遊休貨幣を自合の手もとに集積して，また社会的に散在する諸収入形態 

の貨幣片をも集中することヒよっ^ : , それらを貸付可能な貨幣資本とずる。また，それらを根拠に 

して，諸極の信用倉丨]出をなザ。銀行は，一大貨幣寳未集穑の場とし't , また信用詻関係の結飴点と 

して立ち現われる。’ ごのような関速は，生產的資本からの不断の資本構成高度化への要求に対処す 

るものとなる。それにともなって，，そのような要求を必然化する競争過程は諸生産部門にたいして 

一般的利澗率を形成せしめ, 個如諸賛本にたいじて, 実現め条件とともに，均一的蓄積条件を強制 

ず.る.。 . . . . . . ' .  ■
このような関係は，社会的に集積された貨幣資本の生産諸部門間への配分,平均利潤率の形成な 

る役割を銀行信用に# 阜するものである。とのさい，銀行信用は，諸資本間の競争過程にうながさ 

れつつ，その機能を発揮す名。また，銀行信用が逆に競争条件そのものに作用をおよぼすに至る。 

このことが，諸資本をして一層の生産力の増大と，そのための投資需要の増大とに向わしめる。し 

かしこの過程は，銀行信用自体に一つの限界を設定するこ とになる。その理由は,銀行信用形態の 

性格のうちにある。

銀行信用を制約するものは, なによりもまず，銀行資本としヤ集穑される貨幣資本の量であり，

またその質である。 銀行の集積する食幣資本は, 蕋本的には再生産過程から遊離した資本（休息資

木）であり，資本の遊休を規定するのは再生産過程の循環運動の諸局面である。また銀行は，それ

ら貨幣資本を自らの手で利子生み資本に転化しなければならないから，貨幣資本を常時,流動的に

保持しなければならない。したがって, これらの条件を満足するために銀行信用は，還流の迅速な,
短期的な信用という性格を基本的にもたざるをえない。だから/ 銀行の発行する信用貨幣•銀行券

を別として，その創出する信用は, 確定利付で, 比較的短期p 返済を予定することとならざるを得

ない。この点で，銀行信用が，搏生産過程にたいし，社会総資本的に対応しながら，B‘雜信用と遮

本的に同一の制限を内包していることがあきらかである。 ! •
銀行信用のとめ「制限J は，この信用形態が元来，商業信用における支配的信用手段たる手形の

割引を通じて形成ざれ，越本的には，商業信用を鉴盤としたことにある。 したがって，社会的規模
(13)

においてではあれ，商業信用と同様，貨幣の節約なる性格を趣本的に備えるものである。

しかし，この信用形態を, 「貨幣信用」 として把握することが承認されるとするならば， それの 

内咨は，单に節約の規定によっては包括t えないものになっていることを，合せて認めないわけ.に 

はゆかない。むろん貨幣信用は, 銀行信用による,逛本的には諸有価証券による信用の供与をも含 

むわけであるが，それにもまして，飯行信用が, 信相の社会的利用，したがって，この信用形態の

注( 1 3 ) 深 町 郁 弥 め 必 然 性 」, 九大 1■経济¥ 拼究j 飨尨卷紿ざ. 4 合併号, i _ も 郎 3ー5 ページ以下。
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根拠ともなる遊休資本の社会的賴と窗とを可能にすると v 、う点は, こめ翻形態の無祝するこ :: 
とのできない側面でもる。銀行信福 v かくのごとく社会難信用の供与をなしうるとぃうことは， 

銀行信用が，単に商業信用の藤化— 冬れも ‘ っ^ ら信翻諸;手段の伽商からして_ _ とぃったこ丨 

とをこえた, 独自の内容をもったものとして現われることを意味す名。すなわち,鍵信川が信用 

関係内部で節約された遊体資本_ 同利用ずる_ では■ ，.そ こ セ ぱ 修 ，現猶資本にたぃ 

する鋪資本の独自や要因は，きわあて制限されてぃたのに反して, 銀行信用におぃては，あきら 

かにそれらゴ娈因め対立的関係が前提されズいるからである。 ‘/

かくして， 銀行信用にあっては, 摘子:生み資本たるg  (俯可能な貨幣資本> を受け入れるのはあ: 
くまで，「所有としての資本j したがって,他人資本としてにすぎすいいわゆる資本の給合として： 

でゅなぃ。 しかし，銀行信用の展開ぼ，他面，社会的に組齡；Kていない貨齡片の大设を,可能的 

資本として組織し, それを諸個別資本に対立させるとと〖こよっぢ利子生み資本に転化せしめる。 

その中心をなす銀行は，貨龄市填-(money market ) の組織者として登場する。まさに金融市場の形成 

が，銀行信用の展開とともにここに揹定されうるのである。

要するに，銀行信用は, 上述のごと# 現実的資本との身要因を内包することによって，萨柴 

_ と共通の基盤にたちながら，そK とはことなづ補自な性格を持ちぇた。それは，より具体的 

には，銀行信用が，金融市場の形成• 展開と表裏の関係をなしているという点にっきるのである。’ 
まさに，信用の諸形態が，金融市場の編成を前提にして，また，その過程匕対応して屉開されてゆ 

ぐという点に関連している。

〔n 〕 傘融市場は, 一個の商品市場，貨幣と.しての商品という独自な穡_ の商の市場である。

貞，本か資本としセ商ロロとなるこ.の市場は，I いわ.ゆる利子生み臀宇のための市場で.あり，そこでのあ■:
らゆる商品は，一定伽格で取引さるれごとによって，それを契機に，g “." .g，なる利子生み資木独 

自の運動をなしとげなければならない。また，その連動形態は, 通常の商品の売買当市•表とはこと 

なって，一個の信用関係の形式を介してなりたっことになる。 ，_
かくて，金融市場は，貨幣資本需給に直接作用する信用関係を脅景どレた, 商品どしての货幣， 

資本として予定される、貨幣の「売買」を通じて，それら陶品を刺子生み資本たらしめる場であると 

いってよいゼぁろう。そのさいの商品の侧格が，いわゆる利子歩合と'なって現われる。利子少合は， 

したがって，金融市場における動態の端的な表現であると考えてよいであちう。…
独自な商品と，独自な楚まり方をずる価辂とをもって金融市場は成立の条件のニっをととのえる 

が，さらに，そうした财品を，市場に供給す名ものと, それらを，いがなる用途そ、あるにしろ需喪 

するものとの対抗がなければならない6 金論市場においヤは,冬れらは盛本的には産業資本家であ

. 厂 ; .ァベ- ; •. ト ' . : 、' : .ぐ: . ：. . . . . ' : ' .  へ .'.:.: '.入：...::.：/'.'..
注（14) , Das Kapitftl, Bd. 3.

(15) ibid., S /3 7 1. し ' へ . '

43 (465) ——



信川制度と株式会社 ,'
るといってよいであろう》しかる丨こ，虚業資本家は，.無媒介的に相互に金融市場の需給の当事者た 

ることはできない。すくなくとも，ここでいう「市場」が，諸資本の制限を超えた社会的なものと 

して存立する限りにおいて，産業資本家相互の'取引は，金融市場を構成するまでに至らないのであ

る。. ' .
この点は，商業信用関係を前提とした産業資本家ないし，商業資本家それぞれの間の信用関係を 

考慮したとき，明白になる。この場合，相互に，信用の連鎖が形成され，その範囲内で資本の共同 

利用関係がとり結ばれているにしろ，それは，信用の個々の関係によって偶然的に形成されている 

にすぎないものである。信用手段たる手形も，信用当事者の再生産過程での具体的地位を反映した 

個別的性格を色濃く残しているものとみなければならない。 、

さらに，この信用関係は，遊休貨幣資本の生產資本への直接的転化という局面よりも，流通過程 

に立脚してと:り結ばれるものであり，そこでの信用の量も，流通過程に入りこむ価値額に照応した 

ものであり, また， 流通過程をできるだけ短縮して，「節約」の効果を上げんとする即座的なもの 

である。したがって，一面での資本の節約が，他面での利用となり，結局再生産過程のそとにでて， 

社会的な遊休貨幣資本となる余地をまったくもたないものであるどいってもよい。ここではしたが 

って，市場を形成するごとき，商品としての貨幣資本供給の継続性という条件すら欠けていると考 

えなければな.ら.ない。.
銀行信用は，これにたいして受ける信用と与える信用との仲介者的な地筚に立ち，金副「市場の中- 

核として位置づけられる にいたる。 これは，銀行信用が，さきにのベたような，社会的な貸付可能 

資本を利子生み資本に転化する独自の機能から由来するもので、ある。そして, 金融市場は，銀行信 

用のかかる機能に応じて，まさに，そ;H ら資本を総体的に, 社会総食本的に，•諸個別資本に対置す 

るという役割を果たす。このような市場を通じての，銀行資本と産業資本との対応関係の形成は， 

必然的に競争過程に規定されている。競争過程は，諸個別資本の具体的資本関係に規定されて，そ 

れぞれちがった度合において，諸資本にたいして蓄積条件を課すのに対して，諸資本は,そうした 

個別的差異を超越して，資本一般に対して:要求をつきつける。この一見矛盾した関係を，個々の資 

本の蓄積過程に対応して，解決することを可能にするものこそ金融市場でなければならない。こう 

• した特殊な関速は，洱生産過程の励揺である恐慌時には，この矛盾の解決を，金融市場を通じても 

打開しえない仁いう逆の事態のなかで，鮮明にせざるをえなくなる。

金融市場は，かくして，産業資本と銀行資本とをホ心に構成され，前者における現声資本の藉積， 

後者における貨幣資本菩積とを連繫する役割をはたす。しかし,その速繫は同時に利子率の一定水 

準を龜準とし，またその水準の変動に作用する。そこでの貨幣資本には，こうした利子率に表現さ 

れるような资本としての追加的使用価値が付与される。このことは，信用諸関係，とくに産業資本 

と銀行資本という関係でのそれとは独泡に，市場に地樹される貨幣資本に坐產過程を媒介すること

— 4 4 (466) —
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なぐG ……Gy 運動をなす可能性をも与える。 生產的な投資を直接目的としない貨幣資本の利子生 

み資本としての運動が市場を中心に営まれることになる。それと同時に，信用の形態も利子生み资 

本運動の具体的な多様化にしたがって，展_ されうると考えねばならない。総じて，貨幣資本の蓄 

積の独自な性格がここに明確になってくる。

貨幣資本の蓄積は，労働にたいする所有の請求権の蓄積にとどまらない。債務の蓄嵇さえも资木 

の蓄積としてあらわれるよぅな, 「信用制度のもとで起きる歪曲の完成が現わぶ64 J 段階において 

は，貨幣資本蓄積は広範にその対象をひろげる。とりわけそれを主体的になす銀行業者からみれば， 

r信用制度の巨大な広がりの全体が， およそ全信用が,彼らにとって彼らの被的資本として利用さ 

れるJ ことになるのであるがら，そのことはより明白であろう。そして，金融市場は，これら諸諸 

求権に対しても，利子生み資本たる内容を付与せずにはおかない。その内容と形式との対立的な• 
矛盾した関係のもたらすところは，擬制的価値を担う仮空の資本，すなわち擬制的資本の創出であ

■O o
むろん，このことは金融市場にある貨幣資本そのものの性格，あるいは，それを存在せしめた信 

用的基盤にのみよることではない。諸資本の競争の進行が，資本にたいして生産方法の改善をとお 

してより高度な生産力の達成を強制し，固定資本部分の比重をまして，諸資本の所耍资本量が堝大 

するような過程にあっては，貨幣資本の範囲の拡張もまた必然であって，それに応じて,金融市場 

もその構成要因を変えてゆかざるを炎ない関係になるのである。

〔n o 金融市場の構成の変化をもたらすものは，貨幣資本として蓄積されるものの多様化による。 

このことは, 貨幣資本の蓄積をめぐっ七，諸資本家間,とりわけ銀行資本間の競争を激化させずに 

はおかない。ここにいう競争は，むろん，産業資本家間のそれで'はなく/ 金融市場において，より 

有利な条件，すなわち利子生み資本i して実規せ.しめ^)条件をめぐるそれであ■る。_この競学.に貨幣 .. 
資本としてのG そのもののみならず， たんなる擬制的資本（仮空資本）までが動員されることによ 

って，貨幣資本自体の投下対象はより広範囲なものとならざるを得ない。すなわち，諸有価証券が， 

貨幣資本蓄積の一端を担わされる場合，それら有価証券は，貨幣資本G の投下対象ともなっている 

わけである。あるいは， G の投下ないし，それへの転態を予定されるものとして,-擬制的価値を維 

持しうることになっている。 したがって，貨幣資本G は，諸有偭証券独自の運動に応じて流}# しう 

ることになり，総体としての貨幣資本の運動を拡大する。

このように，貨幣資本の蓄積の範囲，その運動を埤張すること，これは，商品としての貨幣資木 

という高度に物祌化された関係によって構成される金融市場にとっては，その物神化の無制限の肽 

張傾向とともに必够的なことである。同時に, この展開傾向は，従来の銀行信用を一層展開させる.
一 '  . _ .
注（16) ibid., S. 821.

(17) ibid., S. 622 /
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ものとなるととも看過できない6 銀行信用は，商業手形の割弓丨に示される代替的信用関係に端的匕 

あらわれるよう短期的な貨幣資本の供給をなしえたわけである6 貨幣資本自体が,擬制的資本 

( _ 有価証券) をも包括するどとによって，また，擬制的資本との間の流動的関係を保持するととK  
よって，この信用供与能力を拡大することとなる。むろん，擬制的資本め上に立脚U た拡大セ、はあ 

るが，このことは, 銀行信用をしで従芣の短期信用の枠を逸脱した信用関係の形碑を可能とする。

こうじた可能性に関遮して, 銀行による長期的信用供与め傾向も瑰出すると考えてよいであろう。

銀行信用は，本来的に短期信用であって, 長.期的信用供与の方向でめ銀行信用の可能性は,その 

本来的構成要因から瑰われるというより, 两生產過程の拡大とともに, その独自O 役割を顕現せし 

める金融市場における貨幣資本蓄積と，それの'利子生み資本化に要請されたものといづてよい。と 

いうのも，銀行信用の長期化を可能にするように，貨幣資本の蓄積.運動が金融市場において拡大 

し, その質的面で多様化する場合に，；金融市場で貨幣資本の運動を規定する利子率そのものが,そ 

れに対応して，: 多様化し，構造化されていき, いわゆる金利体系を構成するにいたるからである。 

利子率は単一的なものから, 諸水準の利子率め支配とV、う形態に転化する。こうした利子率の体系 

化が , 利子率の評価（水準)に応じた貨幣資本の利子生み資本としての運動実現を可能とするので 

ある。規則的収入が利子とみなされ，それを兹に元本が逆算される倒錯した関係も,との条件によ 

って，成立する。銀行信用を中心にみるならば, このことが，銀行業資本に•とっての収益機会を増 

大せしめる。しかしながら，銀行信用を展開させる上記のごとき諸関係は，究榼的に利子生み資本 

の蓮動形態め実現にかかっているわけであるが，そこには自ず-と限界があると考えねば：ならない.
ここに前提されている条件のもとでは，銀行の利用.しうる信翔は，：蕋本的に手形流通に立脚して 

いるのである。手形流通は結局手形による商業信用の成立s 盤規定される。したがって,銀行信 

用がいかに擬制的寧本にもとづいて拡張されたとしても，またそれによって，資本集中過稈が遂行 

されたとしても，それを規制するのは商業信用の基盤たる流通過程の動態である。とのことゆ> 擬 

制的資本の根拠である擬制的価値が現実的資本価値に従属l て成立することをあきらかにする。 

丧期的信用供与の契機は，いわゆる流通時間に規定されてなされるよりも, 生產的資本それ自体, 
とくに固宠資本部分に関連している。このことは，資本の流動的な’運動を制約することになる。こ 

れは，銀行信用本来の形態とはあいいれない。これを総体としての貨幣資本の侧がらみるならば， 

利子也み資本としての実現の不確定性の増大に繫がる。しかし, 金融市場においては，:資本はすべ 

て，究極的に利子生み資本として実現されうるものでなければならないし,それにたいして銀行信 

) fiが十分な形態をそなえていないとすれば，信用形態の側からさらにモれに対応すベき展pfjがなけ 

ればならないであろう:。 ここに擬制資本信用措矩の根拠がある。• 「信用を利字生み資本そのも

述関させて考察する」というマルクスの方法的な示唆のもつ意義もここにあきらかにされえよマン
  •—  -        ~̂:    , , . ...   ■ . '

注(は) ibid” S: 482■これについては，すでに，圳稿「f信用制度』と r株式会社ゎ 「三m 学会雑認」馆66巻绾4 钦
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, 4. 信用形態としての擬制資本信用  '

— 广株式会社丄— の驻本前提一一

〔I 〕 すでにみてきたように，信用形態の具体的展開への基本的麵を与えるものは，金融市場 

の雄的措定である。このさぃ，金融市場においては，貨幣資本の運動が，擬制的資本め運動をも 

包食して，多様化する。いわゆる市場利子率もそうした事態のもとで貨幣資本め全運動にとって支 

配的なものとして成立をみる^;とになり， 「ブ定の規則的収入が利子とみなされ， それから逆に元 

本を iTf•算するj という.特異な事態が表象として成立することになる^ まさに/「金舳市場としての 

資本」 (マルクス）なる独自の論理性が，顕現するに至る。 丨

.まナに，' . f也方.で資本構成の.尚虔化かすすみ，生産力の上昇がはかられてゆく_につれて,' 產業的'企樂 

は，集稹 ♦集中過程をおレすすめ，固定資本を中心とした大量の資本を産業諸部鬥に投入するにい 

たる。この段階では，従来の銀行信用を通じての貨幣資本の調達そのものが,資本蓄積にどって限 

界となる。章た，銀行信用の長期化は，擬制的寶本の本来的性格を歪め,現実的資本との乖離を激 

化することとなる。また，現実的資本との結びつきの保障されない公債等の公信用に依存するとと 

によつて，長期化がはかられる。このような銀行信用自体の限界にたいして信用関係は,直接的に 

銀行信用関係に制約されることのない, 資本調達の方向に進まざるをえない。銀行信用を超えて， 

信用形璩自体のi f たな方向への転回が生じる。

々ルクスは，かれの経済学批判体系を一貧して, 『資本論』第 3 部第 5 篇第 2 7 章 「資本主義的坐

産における信用の役割J においても, 細の三つの役割を指摘してV、g それは，.上記のよ.うな観

点から,.信用蒯の構成レとってき; めて7パ唆に富んだもの-である.と考えられる。.その第三め項.西と

して，マルクスぼ，株式会社の形摩;を問題にしている。株式会社はそこでは,窣つめ方向から把握

されている。⑴齒人企業の規模をこえた企業，⑵資本の結合による「個人資本に対立する^ :会资木」

とし文，(如配の集中，というニ病である。マノレクスは，こうレた株式会社形成が信用疫よ、て助

' " ， ■. ~ — ~ ~ — — ' . . .......

酬 年 ，的ぺ- ジ以下において問翅点の指摘をなしたが，それにつぃて深町氏は, さらに「信和の必然性/「金融 

問題」（n ) i 968年におぃて/  f■より高次の信；n制肢論の展開の分野の存在』（似ページ) を根撖づけるふいう祝’ 
点からより適切な指摘をされている。参照を乞う次第であるa 

注( 1 9 ) ぃわゆるr资本一般J といわれるものの細内での信用論の展開というものが，酿定づきであれ可能でもる 

というととは, 定説といクてよい。（との点については，佐藤金三郎rp経济学批判体系』と r資本論』J「経済学雜 

認j 策36 卷5 . 6 号v 1956年，また拙稿「マルクス信用論の湖過程j r経済学年報j 8 ,1 9 6 5 年等を参照され 

たい) 。それがどのような方法でなざれているかについてほ従来叨解な理解はない。佐藤氏の圾合は'この点につ 

ぃてパ資本論』の 「信用論」をソ; 減 ;反省を加えるどどなぐ「資本一般』 に包描ざれ名ものと，される j のよ 

うにみるなら，如 fJ論と利子生み資本時との論理的関連というしぱしば論じられできた難間をとしても提か 

し克ないし，$ た，•それを超克することもできないであろう• との点については,驻本的にf 以下のi s な如^
に立つべきであろう• *'
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長されることを， ここでは問題にしようとするのである。 「信用制度は，資本主義的個人企業がし 

だいに資本主義的株式会社に転化されてゆくための主要か塞礎をなしている」という指摘からもあ 

き.らかである。

信用の役割は，基本的に二つの面から考察されている。「一面では流通する媒介物の節減として，

他商では，資本のうちの絶えず貨幣形態で存在しなければならない部分の制限とし¥)」セある。こ

れが信用形態のあり方をも規定する。まだ，これが，資本制生産を些抵的に支える私的所着という
(22)

制限を，一応打破する役割をもはたすであろう。ここから，従来の如き，信用手段を中心とした信 

用形態把握も生じてくる。それらは， しかし, 資本制的信用を，商品経済関係一般における信角関 

係に解消せざるを得なくする危険をはちんでいるし，逆に，資本蓄積に積ffi的に関与する信用の伽 

面は等閑視されることにもなる。 C のことはまた, 資本主義的競争の過© においては，資本は,
諸資本の運動として現われるが，その傾向は，他方に，.不断の社会的な大量O 資本の対立を生みだ 

すという過程を，信用関係とめかかわり合いにおいて把握しえなかづたことにもよる。信用形態は， 

この段階 (次元）においては， 競争関係の展開と不可分の論理的な関連にあるといわなければなら 

ないのである6 この観点を具体的に展開するなら，前節においてのベた，金融市場の要因を組み入 

れることが必要となってくる。マ ルク スのさきの「株式会社の形成」なる指摘もこのコンテクスト 

に扣いて把握されねばならない。換言すれば,それは信用形態把握その毛のへの反省規定を内包し 

ているものと理解すべきであろう。エンゲルスの， 「第 3 部第 5 篇， 特に第27章からは， 資本主義

' .' : , 

r経済学批.判要綱』 (Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie .〔Rohentwurf〕1851—1 8 5 8 )から.r資本 

論j にかけて，すくなくとも信州論に関して「資本一般」という見地がつらぬいているとす;6 と，その場合，『耍 

飼j では収入論的見地から把えれらた利子，ないし利子生み資本が,信用論に紐み込まれてくる理山はなにかと 

い，ことである。1■要綱j における信用論は基本的には資本の必然的傾向としての流通時間の揚棄という点r あ 

ったといえよう。（深町氏前掲論文ないし拙稿を参照）それとともに, 信用展開の展轺として，こてにのべた役割 

にほぼ対応する規定がなされている。 したがって，》■資本論j における現行の信/11論め榴成は，利子生み資本論 

の独自な措定と無関係だとはいえなV、。これがまた，F要綱』段階の「資本一般j への限定を緩めることになつた„ 
このような見解にたいして，プ要綱』以降め信;I】論展開を恐慌把握との関速でとらえるべきだとする伊藤誠氏 

の見解（「資本蓄積と信用制度j 1 . 來辟大学「経済学論染j 3 3巻 1 号, 1967年) がある。ダリモン評註以降めマ 

ルクスのS 本的祝角を問題にされようとするものだが，こうした视点そのものに無理がある。 まず綰ーに，『剪 

辆j における貨幣論と信用論との論理的関迪が，伊藤氏において十分解明されていない。第二に, P驳綱』にお 

ける恐慌把握について，W屯産過程の把握との関速で，その意義と限界があきらがにされていない。拼_氏に間 

いたいのは• . 「信用j が何故資本の流通過程で問題にされねばならなかっためかという点であ‘る。

注 (20) Dag Kapital, Bd. 3, S. 482.
(21) ibid.. S, 477.
( 2 2 ) 川合一郎氏によれぱ，「信州とは私的所有制のもとにお\ 、て，也産の社会的性格の進展を反映するところの， 

常の利;I Iと所有の私的性格との矛屈を一応回避するための取引であるが，借乎，货手の経済的性格のちがいに応 

じて，信州の具体的性格は巩なってくる。これが信用形馏であって ……」（川合一如「信刖制度と株式会社パ国 

民経済雑誌j 第 118巻第5 号，1968年）とされる• 借手，贷手の経済的性格のちがいという点からいうなら，銀 

行信川と川合戌の主張される「資木信川j とはどこにちがいがあるのであろうが, これら成信ブH形遛として興 

.なるとすれば，それは，借手，货乎の性格のちがいではないことになる。
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的生産一般のなかで証券取引所がどんな地铎を占めるかという こ 七 が 明 ら か に だ と い う言及も , 
上 記 の 観 点に依るがぎり正当な指摘で知 っ た といってよい。

〔n 〕 信用形態はかぐて，独自な, 新しい方向に展開されなければならない。しかし，このこと 

は，株式会社形態が，直接的に，信用形態であるということを意味しているわけではない。この点 

にかんしては，マルクス_ 身の展開が必ずしも十分なものではないが, さきに株式会社の意義につ 

いての第三点等の指摘，とぐに所有と機能との関連，配当の利子化の指摘等にその一端をうかがう 

ことができる。われわれは，こうしたマルクスの論点をより鮮明にするために，ここでも信用形態 

— それも前項に指摘した意味での一一という視角を一貫して堅持することが必要であろ^。そし 

て，その場合に， 擬 制 資 本 (細 flktive K apital)をも正しく把握U , 理解しうること,になるであろ 

う。結論を先取りするならば，擬制資本とは，信用形態の独自な形態として把え.る場合にのみ,,.そ：

の独自の意義を理解することボでき，それを媒介として「株式会社」論への展望があぎらかにされ 

るめである。 .
擬制資本—— それは，前節において蓄積された貨幣資本のー構成物としての擬制的価値を有する. 

彼空の資宇（擬制的資本）とは本質的に異なるものだが一の形成を，われわれは，ニつの方向から 

把握することができる。それは，一方で，貨幣資本をたんに他人資本として受け又れることがで'き 

なくなり， まさに自己資本（d細 dgene K apita l)として，本来所有と機能との— 体的なものとし 

て受け入れなければならなくなること。まさに，これを制度的に実現するものが,株式会社制度で 

ある。しかも，他方で，金融市場から動員したものとして, それら貨幣資本はゝ実質的に•まそこ究 

極的に，利子生み資本でなければならない。すなわち，所有権（所有としての資本）の主張が容認ざ 

れなければならない。このような土方向の統一として，擬制資本の形成をみるのである。

擬 制 資 本 た る は ，株式資本として, 出資という形態において，、現実資本に合体されでい•る資 

本の持分証書である。 .しかるに，出資の証書で，手形とは本質的にことなる利子生み証券たる株式 

= 有価証券は，現実資本の運動とは形態的にはまったく乖離したとでろで，独自の運動をなすにい 

たる。それは， 「貨付.可"能な資本， すなわち利子を生むように予定.されて0、る資本の投下部面であ 

る。」 「これらの有価証券は，この資本を貸し出す諸形態である。 しかし，それは貸付資本そのもの 

ではなぐ貸付資本がそれらに役下されているのであI t j すなわち，有価証券(株式）は，貸出しの 

媒介形態となっているわけである。贷付可能な貨幣資本の投下対象であり，それの故実資本への媒 

介形態をなすもの，それが手形とは本質的に異なる有価証券なのである。

注(23) X>as Kapit ぬ ？d. 3, S,似
(24) ibid., S. 522.
(25) ibid., S. 522.
( 2 6 )小竹豊治r研究対象七しての証券市場j *■証券経済学会年報j 第；i 号，1967年，28ページ,
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この有価誠券力V 擬制資本とし丈, 独自の連動をなすどいうのは, それが，独特め価格= 擬制資 

本価格をもつということのうちに每われる。，いわゆる資本化Kapitalisierung ‘ないし資本還元過程 

がこれである‘が，この過程ば，現実資本の出資証書としてめ有価証券の額面価値（現実食本の価値） 

とはまったぐ異質の価格を有価証券に付与する。そしで,その価格をして紙製副本たる有価証券自 

体の価格なる表象をづくりだす。それによって，証券のもつ貸付可能資本の投下対象としての性格 

は一層明瞭となる。証券自体の媒介形態としての特性は，証券を— 個の特異な商品として現出せし 

め；証券の価格は，商品の価格= 市場価格としてあらわれることになる。いわゆる資本の商品化な 

る事態が成立する。 -
しかし，擬制資本は, その特異な運動形態から，商品化されるとはいえ，そめ特性めすべてが商 

品化に帰着してしまうめではない* というのも，擬制資本たる有偭証券に独特な運動形態を付与す 

る場というものが準備されて，寮本の商品化が可能匕なるからである。すなわち，•擬制資本なる範 

疇にとって，証券市場一典型的には株式市場一の存在は，絶対不可欠の前提だがらセあ名。ま 

た，証券市場以外には，擬制資本として資本を商品化するような場というものはない。 ，

マル‘クスは，擬制資本について，第 3 部の第2 9章，第3 0章等できわめX 要領を得た展開をなして 

い る Vそこでの擬制資本把握は，さきに引用したエンゲルスの記述にもあるとおり , 証券市場の存 

在を前提にするものである。証券市場，とりわけ証券流通市場を前提にすることなく, 新たな，独 

自な信用形態の把握をもなずごとはできない。

証券市場は, むろん投機的要素をも含めて，証券の売買取引市場という表象をと七て現われる。 

そとでは> 純粋に G -A -G ' ( G + A G )という証券 (A )を仲だちとしでめ売買差益の獲得をめざし 

た取引がなされて.いるかのごとくである。また/ 証券に対して, 差 益 A G を求めての追加貨幣資本 

が投下される。しかし，証券の独自の取引運動が成立する莲盤は,その証券が本来表現する現実資 

本とは* 別 個 と ^ :ろで独自な運動をなす資本として存在するということにある。また，このよう 

な，「資本O 二重化j が，証券を媒介とした貨幣資本の投下を永続的なものとする。 このことは言 

うまでもなく，証券の保有者= 出資者が，擬制資本運動の場としての証券市場.において自己の証券 

を売却することによって，自己の出資資本を回収することが可能だということである。だからマル

注( 2 7 )川合— 郎 p株式価格形成のS?論J 1960取 12ベ一ジ。

(28) ' これK たいして，宇野弘蔵氏は，つぎのようにのべている。 r株式その他の有価証券の売对市場は，資金が 

商品化されて売M される貨幣市場に対して，資本市場をなすわけである。:それは貨幣市場の利子傘の形成に齒接 

に参加するわけではないが，その利子率を坟映する利子率によって资本還元される擬制資本の市場として，いわ 

ばその補助市場を形成するものに発肢しうることになる，しかしそれと冋時に，この资本朮場に投ぜられる「资 

金j は, もはや一般的には座樂資本の遊休货幣鈐本の資金化したものとはいえなくなるj (宇野弘蔵*■経済原論j  
1964年，2 2 0ページ) 。とこて*資本市場というのは, 証券市場を?S 味しているといマてよい。迎は証券市場が，資 

金の市場としての貨幣市場にとって袖完的な坩場であるということである，この考え力は, 信JIJの形態の問題と 

しては，宇野氏のいわれる原迎論においては, 商業信用および銀行信;Hによって説く 'ことであり,ことで間題に

— 50(472) —- -  •
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クスは， この証券が利子生讀本の形態をとるとして▲ そめ理由をぐ「ただそれが或る収益を保証 

する^ らたけではなく, また売却ヒよづて資本雛としてのそれの返済を受けるこ t もセきるから 

である' J としている。同蛤に，反興にm 、t , とのu ほ,証券の購入とぃう形で,証券を媒介と 

した「貸出しj をなし , 出資者の地位に容易につ ぐ こ とをも诉能にしているわけである。したがっ 

て、，：証券市場での擬制資本形成は，証券を媒介とルた貸出しとしての出資と,証券の売却による回 

収としての返済を容易にずると と よ っ て，傭可能な貨幣資本に利子生 み資本形態を付与するこ 

とになる。それによって，貨幣資本の蓄積を促進し，擬制資本証券をも，その蓄積の行程に包含し 

てゆくにいたる。まさに，ことね，新だな ‘ 独_ な信用形態が搭定されると言わねばならないであ 

ろす。以上めような諸関連を考慮ずるなら, 據制資本は，株式会社鍵が , 寶本= 蓄積過程にとも 

なっそ企業形態= 資本結合形態とUて• -般化するさいの，:信用機；̂からの対応を：なすもめだ と いう 

ことができる。したがらそ, 擬制資本なる範疇の措定, およ.びそれを独自な資本運動として実現す 

る独_ な信用議の展開のうちに , 信用きと「株式会社」論どめ論理的連繁の基本的な契機がある• 

〔冚〕 擬制資本信用を4 種の信用形態として把握ずることは, 証券市場はもとより，それをも句 

括する金融市場を信用論の主要要因として導入ずることを意味してぃる。しかし,擬制資本細に 

は，徒来め信用形態と基本的ぱことなった要因が存することを見落してはならない。それは，この 

信用形態が，資本の集中過程と木可分の関係にあるというところからくる。

資本の柒中ほ，広い意味で資本蓄積の一遍程であるが，マルクスによって指摘されるV う，に ニ  

つめ方法をとる。一つは, 暴力的にある資本が, 他の個別資本を併合してゆくという途であり，他 

の一つは，株式会社制度による円滑な方法である。々ルクスは，資本集中が，蓄積：= 集積を補完， 

促進するという点で問題にした。そこには，資本一般の展開, とりわけ，生產価格法則に如実に現 

われるような諸資本の競争の展開をこえた，いわゆる独占の形成に導くような方向があることは西 

定できない。いま問題にじている擬制資本信声ほ,まさに株式会社制度に表現される資本集中に深 

くかかわっている。 したがって，こめ信用形態は，.それ自体の論理として独占一一•自由な競争の阻 

害—— を説明しうるがのようである。. しかしながら，このような視点は，方法論的^ :も，_理的に 

も誤っている。それは，基本的にいって，株式会社形態をとる企業の個別的な資本蓄積と，それに 

よる他企業との関係とい5 视点，すなわち競争関係自体の,蓄積や進展の水準に応じた変化という 

视点と，企業の資本結合ないし資本集中の疮逢としての株式会找制度という視点との混同によるの

しているような信用?_ の挺卵は，銀行信廳体の問題として考えられるごどとなる。したがって,証券市場を 

補完的といってもよいということになる。 しかし， 証券市場に追加的に投入される資金が，宇野氏のぃわゆる 

ハ 「資金」ではなくなっているとナれば， この証券市場は独自め窓味各もつものとならねばならないであろヲお 

テら_く..'-̂ の从は，_段階論め問題領域として留保されてし、るめで.あろ.うが，そ..も.そ.もての独丨自の資金の投•人なく1 
て擬制資本の成立する稂瘅がないとするなら「原迎論で-は擬制資本も説けないどいうととになる。凼然資本の 

商肋化の怍容は空洞化することとなる。 ’ 、、

(29) Das Kapital, Bd. 3 , S. 521,

51(475) ~ ^
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である。前節に知ぃてみたごとき信用形態ゆ，あくまで，株式会社制度という企業形態に関連して

論理的に展開されうるのであって，それを，資本の蓄積にかかわらせて独占を導出するためには，
(30)

再度競学■の視点痄立ち帰って問題を把え直す必要が生じるのである。

このような襯点を不明に独占の問題をとりあげ，独占をもっはこら貨幣ニ信用的次元でのみ把握す 

る:ものとしX , われわれはヒルファディン.グ(H ilferdiiig, R .)のp金融資本論J をあげること.ができ:る<» 
かれにおいては,それが擬制資本信用を独自の信用形態として概念的に把握することを妨げてぃる 

のである。

ヒルファディングゆそ の F金融資本論』第 2 篇第 7 章におぃて株式会社の問題を.とりあげてぃる。- 
それは，信用論の一環をなす資本の動員（資本の調達) 論として展開される。 C のような株式会社論 

の浓木的位匱づけは，かれが，資本家的社会を，近代的所産としセの資本独自の運動から法則的に 

解明するとV、うよりは，資本家社会の基柢をなす商品関係，とくに交換.関#からあきらかにしよう 

とすることのV ちにすでに暗示されてぃたものと考えねばならない。かれは，資本運動を，商品ー 

貨幣一信用とぃう，商品交換 • 流通の次元におぃてのみつかみとり，資本家社会を，資本の再生產： 

過程を基軸にして解明する論理を見失ってしまった。 ，

いぃがえれば, ヒルファディングの体系は，資本蓄積論を基軸とした再生產論を欠落してぃもと 

ぃうことであり，したがって，このような角度から， 「信用」 を位置づける論理を欠ぃてしまった- 
とぃう ことである。 ぃわば， 固有の意味での信用の必然性の解明は，まったく顧慮されていない。 

交換社会におぃて，货幣流通が必然的であるごとく，信用関係は必然的だとぃうことなのである。 

この欠陥を端的に示すのが，ヒルファディングによる信用形態の把握だといえよう。

坩純な商品流通からはじめて，資本流通にまでぃたる過程におぃては，これを「商品流通とい ‘ 
う次元でみた場合/ いくつかめ信用の形態を指摘することが.できる。 ヒルフ‘ァディングによれば， 

支払信用，生糜信用, 手形信用，資本信用等の諸形態があきらかにされる。しかし，信用関係が，

資木の運動に従属し，産業資本の一部となるとぃう基礎的観点か^>すると，かれの規定は，無概念
的なものとなってしまう。マルクスは, これらを，商業信用，銀行信用という基本形態によっズ把. 
握したし，また, そこでは, 傅用関係の基盤としての実体的諸関係，再生産過程との対応などを明‘ 
確にしていた。ヒルファディソグにおいては, マルクスの規定と，かれ独自の規定との論理的関連： 

は，きわめてあぃまぃである。そのうえ，さきにのベた，資本家社会把握の基礎視点から，銀行信‘ 
用が，交換経済の極致（窮極的形態〉として，把握されることとなったのである。ただヒルファディ

注( 3 0 ) こうした混同は，とくに金融資本の把握との関連で現われる。例えば，，鈴木鴻—郎氏や岩!!丨弘氏の見解_ 
(鈴木鴻ー郎「帝国主義論と傾理論j Hi!；界経済分析j 1 9 6 3 _ ,岩 田 弘 ？世界資本主義J 1963年)。

( 3 1 ) この点につぃては) 拙稿.「ヒルフプディング株式会社論にかんする一考察J r三田学会雑誌」6 5逸第1 号,196丨 
尔を参照されたぃ。また， 中 「ヒルフプディング*■金融資本論J の迤本的梆造とその問題成》，内田義良 

小 林 昇 編 r資本主義の思想構造j 1968年，26 4ページにもこの点の指摘がある，

一一̂  5 2 (4 7 4 )  一™ •
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-ングの信用規定において銀行信用の諸規定は，独自の意義を有するものとして重要である。かれの

*いう銀行信用は，概念的には，支払信用等々の全形態を包含するものとなっているが，とりわけ,
そこで資本信用なる範_ が措定されることの意義を考えてみる必要があろう。

ヒルフプディングは，再生産過程から，貨幣資本が周期的に遊離することのうちに，資本信用の 
, (32) (33)
能性をみている。それは，まさに， 「遊休貨幣資本から機能資本に転化する機能」 においてとら

.えられている。またそれは， 「支払信用のように流通費を節約するのではなく， 同じ貨幣的匙礎の

上で生産的資本の機能を拡張するj ものである。すなわち可能的 (潜在的）資本を利子生み資本に

転化することに資本信用の菡本的役割があるということである6 あきらか^ : , このような規定は，

利子生み資本の運動契機= 貸付による所有としての資本の機能資本化だといってよい。 したがって，

.このかぎりで' これはマルクスのいう銀行信用と実質的に対応した概念把握である。

しかるに，ヒルファディングは，周知のとおり，さらに資本信用というものを主体とした銀行信

用を , 資本集中の過程に対応L：た形態とじても把握す’る。これをもたらす要因はニつある。まず,
產寒資本における固定資.本投資の拡大, それによる長期的な資金需要の増大という要因がある。他 .
方に，資本信用の主体的担い手としての銀行業自体の集中が進むという要因がある。これは,銀行

の資本力の增大によづて，信用が銀行に集中することをも意味している。これらニ要因は，產業投

資資金を，銀行が中心となって供給するということを意味することは言うまでもない。 しかし，銀

行は，一方におL、て，貨幣資本を大量に集積V ，他方それを長期的かつ大量に企業に融通すること

によって，企業の危険を負担し，：その経営活動に深く介入するに至る。この方向が,，銀行をして,
発行活動をなさしめるにいたるのである。 ヒルファディングは，銀行信用を，支払信用，資本信用，

(35) *
発行業務と三段階に区別しているが，この最後のものは，資本倉用の必然的傾向としてあきらかに

されるゝ発行活動は，企業の株式を発行し：T , 自らが取引所の機能をはたし，自己の融通資金を回

収し，同時に発行利得（「創業利得」）を入手しようとするものである。このような地位を得ることに

よって，銀行は貨幣資本蓄積を一層押し進める。それによって銀行信用は，資本集中の槓杆として

作用するのである。

ヒルファディングの株式会社論を特徴づける資本動員論は, このように，銀行による資本信用と 

して，銀行と産業企業との信用関係を通じて展開されるものであった。だから，かれが，大株主と 

:中小株主とを区別し, 「所有と経営の分離」 という視角から，中小株主の貨幣資本家化をとき， 配

当の利宇化をいい，創業利得を説いたS 柢 (こあるものは, 銀行自体が，預金を受け入れることr よ
■ ■ •'   • • ■ •

注（3'2) R. Hilferding, t)ao Finarmkapitsil, Eino Studid iiber die jiingate Entwicklung des Kapitalismus, Europa 
: Verlasf Wien 1968, S. 9 7 .以下, Europa V e r la g版による，岡嵴ニ郎訳*■金融資本論j 岿波女旭, 上巻，119 

.ベ-?ジー
(33) ibid,, S . 訳土，135ページ/ .
( 3 4 ) 丨細バ08. 3 S . 109ャ1 1 0 .訳上，137ベ- ジ，
(35) ibid” S . 120• 訳上, 15 1ページ* .
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り， なぃし，銀行自身の株式制度利用f c よって集中すること匕よっヤ得た資金、貨幣資本) を，株 

式企業に卿員するどぃう関連の認識である。ふれにあっては，株式会社の株式発行による資本調達 

は，結局，銀行信用の枠内におぃセなされるとぃう論理的帰結にぃたらざるをえなぃ。では , こ5 

したヒルブブデイングの論理展開め内包すg 問題はなにか。 ：

1) ビルファディングによると，「資本動員」 とぃう概念は，二様の意味をもつ。 一つは，株式 

会社企業の資本調達であり, いま一つば, 株式o 流動化とぃう点である。かれが，擬制資本の独自 

な迎動を解明しようとしたことも，この 「動員j の意義に関連し’てぃる。それによふて，擬制資未 

証券たる株式の売却可能性という鮪点を株式会社制度の基軸とするとぃう重要な指摘に’もかかわら 

ず，擬制寶本運動を，賓本動芦の主体= 1  妓行との関速におぃてしか把握することがで、きず，株式会 

社制度とUE券市場（流通市樾）との関連が十分解明されるまでにはぃたらなか。その端的な親わ 

れは，証券の擬制資本としてめ運動による投機的利得の発生と「創業利得」 とめ関連がまったぐ解 

明されてぃ泠ぃ点にある。また，その究極的理由は, 株式の流動化を，資本信用を命心とした銀行 

倩用の問題としてのみ把握したとぃうことにあると考ゼられ名。すなわも，手形とは本質的にこと 

なる利干生み証券を，銀行信用とぃう論理でのみとらえようとした点にある。

2) i り根本的な問題点として，ヒルフゲディングの信用論が，苒生產論的な裏付けを欠ぃて展 

開されてぃるごとと関迪するが，ぃわゆる資本の蓄積過程と傖用どの対垃;_ 係がまったく無視され 

てしまってぃることで卷る。すなわち信用が，資本め4集穑や集中の過程にt 、かなる役割ど機能とを 

はたじうるめか，とぃう苒生產論と信用論とを総括チる論点___^マルクスにおぃヤは，利子生み資 

本論を前提として第27章で展開されてぃる一 につぃて何ら顧慮されてぃなぃ。また,信用論のう 

ちに，資本集中を解明する論理がまったく考慮されてぃなぃ。さきにみたように, 銀行信用が,集 

中への信用制度的対定;として説かれてぃる。しかし，これは, 資本の薺積過程め-^側面ふしての集 

中過程と対応ずるものではなぃ。長期的信用の供与，貸付は寶本の集中を意味しなぃみ表面的には 

株式会社を资本集中の問題として説とうとしてぃながら，本質的には，何らそれに解明を与えず， 

したがって産業企業が株式会社形態をとることによる資本集中の進展，独占の形成等につぃて稂底 

的にあきらかにできず，もっぱら銀行業の集中連勅に従厲するものとしてっかまれてしまってぃる

注(36) ••金融資本論』は，第8 章において，取引所の問® を扱っている。 この第8 常と，箱7 章中で,突際に扱ゎ

れているI丨】獅翅との間には，大きな}i 隔がる。第 7 章では• 株式の希却可能性が前抱とさ;f{て，創業利得め 

問 題 か 妙 て い る 。しかし，そこでは, 例の職式に示されているよ5 に，証券麵は，ただA - G - A とい
う，証券（A ) の持ち手の転換ということに鄕上丨啤されている。とこ令が第8 靡では, 証券取引め形態が問題 

にされて, 麵 的 _ を合めたとf ろの取■ 益の绝生が示唆されている。_ 市場を，擬制資本形成の場とし

しとら免，てれによって，ヒルフ/ デイングのいう，利潤を生む資本の利子を生む資本への転化がな,され，それ, 
によって，臟利得の触が説明される ioであれば，擬鑛本の速動G - A - G  くととのf e化の瞧は当然あきら 
かにされる必勘がある。この点のより立ち入った検討は• 機会を觅めておこな:う予矩である」 ,

- '  H ( 4 7 6 y ~  '
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(37)
という点である。

〔IV〕 信,用論にぉける株式会社論の展開の契機を, 信用形態の問題としてみたが，そこから吾々 

は以下のような株式会社論への展望にとって0 越本的辑角耷汲みとることができると考える。

株式会社は，何よりも個別資本の資本結合形態であり，その形態は，資本集中によって規定され 

てくる:ものであった。そこで，資本集中ということが信用論的に，とらわけ，信用形態というi f 理 

次元で解明されることが，まず必要である。株式会社形態による資本結合にいたる集中の問題の解 

明が，商業信用，銀行信用なる傳用形態によって，なされ斧かと: うk である0 ヒルファディングに 

ぉV、てみたよ.うに，これは，銀行信用という枠組みにぉいてはボH]*能な£ とであり, かれ自身が資 

本信用の内容として提出したものは，いわゆる固有な意味での銀行信用にたいしてまさに新たな信 

用形態の提起をなしていたことを確認しなけ;ればなら^;い。これのもつ意味は， マルクスにおいで 

触れたとぉりである◊

この点の理論的解明に要請されるのは，辨制資^ :範_ を正しく措定することである。まず，擬制 

資本が，信用厂般のもつ外面的• 擬制的_ 格とは異なった独自の運動体であることを明確にしなけ , 

ればならない。.そ:れには，肩制賛本運動の担い手と，連動の場面とを明確にずる必驳がある。擬制 

資本証券運動の担い手たる_ 券取引資本をも包括するIE夢市場が，まさにそれに相当するであろう• .  

問題は，証券市場を中心とした擬制資本の運動それ自体が，新たな階段の信用联態それ莳体である 

ことをあきらかにすることであって，擬制資本が資本の商品化であるか否かは,第二義的な論点で 

あるといわねばならない。

まさに，擬制資本運動を, 独自の用形態として把握することができるかどうかが , はじめにの : 
ベた株式会社論展開の基本方向を実現しうるんどうかを決定する。しかしすでにみてきたように信 

用形靡としての擬制資本信用が展開されたとしても，それによって，直ちに，株式会社の理論が展 

開される，ということにばならない。というのも，株式会;注は, te filj資本運動を_ じて，信用体系 

との連繫をなすにすぎないからで表る。信用制度は資本蓄積をぉL すすめるテコである。冋時に，

蓄稹過程の進展は信用制率の華展を促進する。擬制資ネ:信用はそうした発展t o — 階梯として措定さ 

れうるのである。京た, このような逋繫を前提にすることによって, 擬制資本運動と対応した，し 

たがって，資本集中過程と対応こ , 資本の支配の構造の変'化をも展開しうるのである。.ここには， 

じめて, そO 内部禅造をもふぐめた，棘式会i の問® を理論的に检討する場^ L匕たち5 るとぃって 

よいであろう。 1 '
一 ... 一 — — — — — _ _ _  _ . . .し ..■ . . ；. v  . V 、 一  丨」:.::';:.:;::::

(37) こうしたヒルプアデイソグの把握は，むろん，•ヒルフブデイソグの理論措成の対象し^ 帝国;)-:義沏ドイツ資 

• 本主義- 7 -やよ？て制約、されている俐面が強い。 とれについで戸原吗郎氏は，;「產寒への長期の資本細け産業 

証券の引受とが内的に結びつけられることによって，混合企寒を中.心とす苓座寒企業の輝中*集桢を促逛するた 

めの条件をそなえた新たな珐格の銀行が喃立するp であり, とp 点ら今の時期や熱行柒中の贸的な愆義が認め 

られるのであるj (戸原四郎f■ドイツ金融資本の成&過程j 1站0 年， 342ページ）とのべてい夺9
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• 5 . 株 式 会 社 め 資 本

.一— 結 '語 ■に か え で —

前節までの展開によって，株式会社論を論ずる論理的前提は，明確である。それは，端的にいっ 

て ， 擬制資本運動を基軸とした，独自な信用形態の展開であった。またそ;のことが信用形態固有の 

問題として要請するのは，金融市場の一分野としての証券市場の措定であった。この一見自明とも 

言うべき株式会社論の信用論的前提をわれわれがあえてここで明白にしてきたのも，この観点が， 

株式会社の本質そのものにかかわる，ないし，本寶それ自体を明らかにするものであるとの理由か 

らでんる。

有限責任制にあらわれる株式会社の本質は，その独_ の資本の在り方にかかわる。それは大凡そ， 

二つの方向で議論されてきた。一つは，株式会社の本質を，他人資本の自己資本化として把握する 

見解であり，いまひとつは，株式会社を，自己資本の他人資本化として把握するものである。ここ 

でいう他人資本，自己資本なる概念については，いずれも，株式会社企業を中心にしセ考想されて 

いる。 すなわち，「株式会社の資本」は自己資本であり， 株式会社以外の資本は他人資本である。 

いうなれば，他人資本は，貸付資本であり，株式会社企業から見れば借入資本である。

この二つの見解は，株式会社理解を大きく 二分する見解であるが，これらは，いずれも，共通し . 
た観点に立っているということができる。それ蚊，株式会社において，株主の間に階層分化があり， 

いわゆる所有と経営との分離が存在するということである。第一点は，株式会社において，機能資 

本と，無機能化された資本とが共存すること，第二点は，その分化が株式会社の資本の所有構造の 

変化に対応十ることである。

「他人資本の自己資本化j 説にあって，他人資本なる概念は，資本の所有が，機能から自立したと 

ころで成立するものである。すなわち，所有のみを主張するところの資本であり，いうなれば，貸 

付貨幣資本である。それに対して，他人資本が自己資本化されるとは，機能から自立した資本が機 

能を回復することである。したがって，この形式から言うならば, 株式会社の資本は,貸付を媒介 

とした，資本の所有と機能資本との関述と対応している。擬制資本運動を「貸継」として把r る考え 

方も, このような論理から生まれる。かくて，株式は，配当請求権証券であり，受けとる配当は， 

当然のこととして，利子とみなされることになる。すなわち，配当の利子化である。総じて，この 

兄解は，株主層の分化，交配の集中という面を認めながらも，資金調達という侧面から，株式会社 

を把えることになる。

:細 ) この見解め代表的なものとして，川合ニ郎『资本と信用』1955年，绝川栄治「株式会社における資金形成 

の条件j r現代会計学の課題j 1963年，等ぶあるン

( 3 9 ) この見解の代表如なものとして，.馬場苋彐r株式会社企融 1965年がある•'
( 4 0 ) 川合氏，前掲得， 301ページ以下。
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それに対して，r _ 己資本の他人資本化j 説はどうであろうか6 この觅解は， 株主間の階肩分化

を，株式会社の支配機構；支配舉中という順と .の関連で把握する尨で,.第一め覓解と対照的であ

る。ここでも，所有と経営の分離が主張されるのだが，それが本来自己資本であるものから，肩能

側面を奪い取って，所有の論理のみを展開させるような仕方でなされる。すなわち，株式資本の贷

付資本化がなされる。貸付資本の源泉がこの分化にある，という考え方ここから生じてぐる。

いずれの見解にあっても，株式証券を擬制資本とし，それの運動基盤としての証券市瘍の役割を

重視しながら，- 方は，それを資本の動員という面から, 他方は，資本を流動化する側面から，把

i しようとする。これら二見解は，株式会社の金融（資金) 構造と， 財務構造のいずれかに主と.し

て係わる見解である。これらニ侧面は，株式会社論と‘しては，本来，統-的に把握さるべき点であ

ることは，すでに再三のベてきた点である。このためには,株式会社の資本につ いて， ふら立ち入 

つた検討が必要である。

株式会社は，個人企業と同様, 資本の価値増殖を計り，剰余価値を取得し，それを再投下する。

い;b ば, 資本の機能的細を主体とした，資本制企業である。しかし，この機能的側面は,剰余偭 

辉の領有を通じて，はじめて再生産過程の一部を構成しうる。剰余価値の領有に根拠を乜えるのは， 

私有財産制下においては，資本の所有関係である。したがって，企業は，所有と機能の— 体化した 

もtpであらねばならない。株式会社にあっても，この点は基本的に変りたい。

さて，株式会社において，所有と機能とはどのように統一されているのであろうか。この点につ 

いて考えるとき，われわれが第- 節でとりあげた株式会社の本質が，想起されねばなら.ない。株式 

会社は， 人企業によっては果しえない企業の規模が資本の蓄積過程によって要請されて，は じ め  

て’ 》M度的に確立する*_ とになる。これによぅて，私的所有という样内で，所有の社会化を計って 

ゆこうとするのである。そこで，株式会社企業は，株式を発行して資本を集める。株式の払込に虑 

じた方（応募者）からみれば，かれは出資と同時に，その出資に対応して, 資本の所有者ともなる ’ 
のでふる。 しかし，この所有は，株主として応寡する点命i 貨幣資本の元所有というべ き もめとは 

ことなり，株式会社の結合された資本の一部に対十る所有なのである。また， 出資された資本は,
采3合されて，兀所有とは別の機能資本を構成する。機能資本としては，所有の枠をこえた合体され 

たものとなる。いわゆる，法人格としての会社機関に現われるような，株式所有からの独自性とい 

う表象か，機能の細には生起する。ところが，所有の 難 は ，株主の出資額に応じて個々的差別 

を有したままe ある9 機能資本としては大規模に結合され，会社機関という，資本機能の主体が削 

出され，これに応じて，所有自体も「社会化j されるa しかし，このことは，出資者のもつ所有権，

ま, に私的所有拖自体を消滅させることにはならない。私的所有の枠内での社会的所看とは，彼象

注( 4 £ 蹲 場 ぬ 脑 樹 ，293〜5 ペ - ジ。4 うした見解にたいしての批判として，生川衆治C自己金融と企業支麵 

論j  r証券経済/)報j 第 5 7 号， 1964年を参照されたい, .  •
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信用制t と 株 式 会 社 ’
であり，それ自诛矛盾である。株式会社企業における所有と機能との結合は*したがって個人企業 

シは異なった性格を有するよう‘になる。株式会社にかんして，会社f t 関の揸割が強調されるのも， 

所有= 機齙の結合め特異性からきているV この特性ほ,株主数が増夬してくればくるほど一層強化 

されて, 前面に出る。資本集中が促進されればされるほど，したがって株式会社において機能資本 

は強力に合体され， 会社の機_ 的性格も，それだけ顕著になる。 「社会化された所有」なる歲象:も 

拡大す| 2)。所有の面は，それにテこいして，ますまず機能から背離する外観を呈する。しかし，この 

ごとは，所有が機能がらまづたく無関係に分離することを意味しない。ましすV 貸付資本化する， 

ないし貸# 資本として表忐ことを意味しない。株主が配当として利潤の分け前にあずb っているか 

ぎり，この結合_ 德は消滅しない。なるほど，掩主間の皤層分解が進行してゆくことになり， 質 

的に会社の支配権をもつ大株主と，中小株主との分化がすすむ6 しかし，中小株主は，いかなる意 

味においても，範疇的に，貨幣資本家になることはなt4、。このことは，中小株主における•資本蓮動 

をみればあきらかであるr 中小株生ば,，自らめ出資した貨f e 資 本 を と U ては/運用しな 

い。外観的 • 表象的には，そうでも，運動形態としては，G — A — G ' という， 証券を媒介したと 

とろの形態をとる以外にはない。この運動が実現されるには，A , すなわち，擬制資本め定在が不 

可欠の俞提である。擬制資本化を通じてでなければ，所有権を链済的に実現することもできない。 

さきにみた，私的所有の枠内での社会的所有という矛盾そのものの再生産も不可能となっセしまう* 
かくて，株式会社の資本は，所有の矛盾した構造を前提にして存在するものであらて,会社機関 

の強化，あるいは，株主層の階層分解の進行も, この矛盾の現象形態であると考えねばならない。 

その本質からみれば，こめ矛盾の存在は，株式会社形態匕よる資本集中の遂行にとって不可女的条 

件をなす。かくて，矛盾が矛盾として再生產きれるところに，株 式 会 社 企 業 の r永続」&  going  
concernなる仮象の根拠も存在するのだが, これは,他方でン証券市場を前提とした木断め擬制資 

本化，その独自の運動に諶碑づけられているのである。ここに株式会社なる企業形態ゐ一般化する 

段階での企業と信用制度との新たな関連が生起しうるのである。こうしを関連を無視するか，ない 

しは，株式資本の論理によってのみ株式会社を説ぐならば，それは，寧態の一面的な把握だと言わ 

ねばならない。 '  " ' ■  ! '
: (1969—3— 18)

注( 4 2 ) 川岛武迓《•所有権法の理論』1949年，341ページ•
( 4 3 ) ここで, （、わゆる株式债権説等の検射を掰するが，さしあたり,窟山康吉「株式と资本所右め論理的檣造‘~ ^ -  
株式侦権論の検討と批判， / 1■民商法雑誌J第39巻，1959年を参照されたい* ’

新 古 典 派 的 成 長 と 貨 幣 *
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貨幣を含んギ経済成長のモデルが最近数多く展開されているが，それらの共通に持っ主要目的の 

ひとづは，j  • ’ トーヒ:ンも述べているように,資本の蓄積過程において貨幣がどのような役割を梁 

たすかを考察することによって，実物的な成長モデルでは把握しえない蓄積過程の諸特徴を叨确化 

することにあると去先よう。:またそれらは, 释済成長に伴う具体的諸問題, 例えばィン？レーンk 
ンや失業などの問題を取り扱うのに必要不可欠な角具にほかならない。

改めて述べるまでもなぐ，貨幣と経済成長との結びつきは，単なる偶然や思いっきではなく，理 

論的に極めて妥当かっ必要なものである。っまり,経済成長にとって資本の蓄積が本質的に重要な 

役割を果たしているのであるが, より一般的には，そのようないわば「実物資産j の蓄積ばかりで 

なく，実物資産とある程度直接に競合し代替し合うような性格を持っ貨幣のような「金融資#■の 

蓄猜もまた，経済成長にとって少なからず蜇要な役割を演じているのであって，これらの資產全体 

の蓄積が，経済成長という現象の本質的な部分を形成していると考えられるのである。

した:かって，成長の過程においてそれぞれ^)資産がどれだけ蓄積されて行くかを詳しぐ見るため

* 本稿における迪本的な考え方は, 慶セ義熟大学大学院で6 千釉義人教授. 福岡正夫敎授. 齒II丨组美# 捋の j 0int 
Sem inarにおける何回かの研究報告を通じて形成された。その過程で有益な助言をいただいたことに対し て 3  

人の教授の方々に厚くお礼を中し上げたい。また，本稿の躲旨は，昨年12/J’に朿炕経済研究センタ一め定例研穸 

会において発尜された。その際，嵬京都立大学め稲田献ー氏，成踩大学の筑井甚吉氏/鹿応義塾大学の神容伝造 

氏より様々なゴメントを受けた# 各氏に感謝の意を表したい，ただし,本論文に含まれる誤りや不備はすべてま 

渚に—するものである。: ， ,

注（1 〉 Tobin t如】p. 671.
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